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個人向け緊急小口資金等の特例貸付の実施

本則 特例措置

貸付対象者

緊急かつ一時的
な生計維持のた
めの貸付を必要と
する低所得世帯

等

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、休業等により収入の減少があ
り、緊急かつ一時的な生計維持のた

めの貸付を必要とする世帯

貸付上限 10万円以内
学校等の休業、個人事業主等（※１）の
特例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円以内

据置期間 2月以内 1年以内（※２）

償還期限 12月以内 2年以内

貸付利子 無利子 無利子

本則 特例措置

貸付対象者

低所得世帯であって、収入の
減少や失業等により生活に困
窮し、日常生活の維持が困難

となっている世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、収入の減少や失業等により生
活に困窮し、日常生活の維持が困難
となっている世帯

貸付上限

（二人以上）月20万円×３月以
内＝60万円以内

（単身）月15万円×３月以内
＝45万円以内

同左

（再貸付あり）（注２、３）

据置期間 6月以内 1年以内（※２）

償還期限 10年以内 同左

貸付利子
保証人あり：無利子
保証人なし：年1.5％

無利子

【緊急小口資金】（一時的な資金が必要な方［主に休業された方］） 【総合支援資金（生活支援費）】（生活の立て直しが必要な方［主に失業された方等］）

※１ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要
する費用が不足するとき
※２ 令和４年３月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和４
年３月末まで延長。

注１ 総合支援資金（生活支援費）については、申請の際に、償還開始までに自立相談支援
機関からの支援を受けることに同意することをもって、貸付を行う。

注２ 令和３年3月末までに申請した特例措置においては、貸付３月目においても日常生活の
維持が困難な場合、延長貸付（３月以内 ６０万円以内）を実施。※令和3年6月末の受付で終了
注３ 令和３年11月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯
は、自立相談支援機関による支援を受けることを要件として、再貸付（３月以内 ６０万円以
内）を実施。

緊急小口資金、総合支援資金（初回、再貸付）の申請受付期限を
令和3年8月末から令和3年11月末へ延長。

償還免除について

償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮する。
・ 緊急小口資金 ： 令和３年度又は令和４年度の住民税非課税
・ 総合支援資金（初回貸付分） ： 令和３年度又は令和４年度の住民税非課税
・ 総合支援資金（延長貸付分） ： 令和５年度の住民税非課税
・ 総合支援資金（再貸付分） ： 令和６年度の住民税非課税

資金種類ごとに
判定し、一括免除

住民税非課税を確認する対象
は、借受人及び世帯主。

確
認
対
象

予算措置額合計：１兆６，７５２億円

令和元年度予備費交付額 267億円
令和２年度第１次補正予算額 359億円
令和２年度第２次補正予算額 2,048億円
令和２年度第３次補正予算額 4,199億円
令和２年度予備費（8/7）措置額 1,777億円
令和２年度予備費（9/15）措置額 3,142億円
令和２年度予備費（3/23）措置額 3,410億円
令和３年度予備費（8/27）措置額 1,549億円
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千 緊急小口資金 総合支援資金 総合支援資金（再貸付）

申請件数（千件）

※直近週の件数については、速報値のため変動する可能性があります。

令和３年１１月１７日現在（速報値）

申請総数

緊急小口資金 1,469,016件

総合支援資金 1,014,601件

総合支援資金（再貸付） 562,750件

決定総額

緊急小口資金 2,686.9億円

総合支援資金 7,317.2億円

総合支援資金（再貸付） 2,843.2億円

1件あたり
平均

緊急小口資金 18.7万円

総合支援資金 74.4万円

総合支援資金（再貸付） 52.2万円

緊急小口資金、総合支援資金の申請件数の推移
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住居を失うおそれのある困窮者への住居確保給付金の支給

【事業スキーム】

【実施主体】 都道府県・市・区等（福祉事務所設置自治体、９０５自治体）

【補 助 率】 ３／４

【支給対象者】 ①離職・廃業後２年以内の者

②給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者

※令和2年4月20日省令改正により支給対象者を拡大

【支給要件】 ・収入要件：世帯収入合計額が①と②の合計額を超えないこと。

① 市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12

② 家賃額（但し住宅扶助特別基準額を上限とする）

※東京都特別区の収入要件（目安）：単身世帯：13.8万円、２人世帯：19.4万円、3人世帯：24.1万円

・資産要件：世帯の預貯金の合計額が上記①の６月分を超えないこと（但し100万円を超えない額）

※東京都特別区の資産要件（目安）：単身世帯：50.4万円、２人世帯：78万円、3人世帯：100万円

・求職活動等要件：公共職業安定所に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

【支 給 額】 家賃額（但し住宅扶助特別基準額を上限とする）

※東京都特別区の支給額（目安）：単身世帯：53,700円、２人世帯：64,000円、３人世帯：69,800円

【支給期間】 原則３か月（求職活動等を誠実に行っている場合は３か月延長可能（最長９か月まで））

【支給方法】 賃貸住宅の賃貸人又は不動産媒介事業者等への代理納付

申請者

都道府県・市・区等

相談・申請

支給（代理納付）

生活困窮者
自立相談支援機関（※）

申請書等送付

賃貸人等

建物賃貸借契約
決定通知書等決定通知書等

｝｝｝｝｝

※住宅、仕事、生活などの相談窓口。自治体が直営又は委託（社会福祉法人、NPO等）で運営。全国905福祉事務所設置自治体で1,317箇所の設置

○ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、住居
確保給付金を支給することにより、安定した住まいの確保を支援する。

【支給対象者】②による受給者について
は、再延長期間（～９か月目）までは求
職の申込は求めない

令和２年度に新規に申請し、受給を開
始した者については、特例として、最長
１２か月まで再々延長が可能

１０か月目以降の延長を申請しようとする場
合は、３月分を超えないこと（但し、50万円を
超えない額）とする

令和３年度当初予算額：２９８億円の内数

令和３年11月末までの申請について、特例として、
解雇以外の休業等に伴う収入減少等の場合でも、
３か月間の再支給が可能

令和３年11月末までの申請について、特例として、
職業訓練受講給付金（月10万円）との併給を可能とする。
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Ｒ２～Ｒ３住居確保給付金の申請・決定件数の推移

令和２年度
累計

令和３年４月
～令和３年９月

累計

令和２年度
及び令和３年度

合計

新規申請件数 153,007件 37,221件 190,228件

新規決定件数 134,946件 27,605件 162,551件

再支給決定件数 4,794件 21,029件 25,823件

支給済額 306.2億円 117.2億円 423.4億円
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「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」について

○ 新型コロナの長期化に伴い、緊急小口資金等の特例貸付の申請期限を延長してきた一方、貸付限度

額に達している、社会福祉協議会から再貸付について不承認とされた、といった事情で、特例貸付を利

用できない困窮世帯が存在する。こうした世帯については、新たな就労や生活保護の受給につなげてい

くことが考えられるが、必ずしも円滑に移行できていない実態がある。

○ こうした支援の隙間を埋めるため、生活保護に準じる水準の困窮世帯に対する支援策として、以下のと

おり「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給する。

 対象： 緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯（注）で、以下の要件（住居確保給付金に

沿って設定。ただし借家世帯のみならず持ち家世帯も対象）を満たすもの

（注）再貸付まで借り終わった世帯（本年３月以前に総合支援資金（初回）を申請した世帯は最大２００万円）や、再貸付について不承

認とされた世帯。生活保護世帯は除く。

・ 収入： ①市町村民税均等割非課税額の１／１２＋②住宅扶助基準額以下

（例： 東京都特別区 単身世帯13.8万円、２人世帯19.4万円、３人世帯24.1万円）

・ 資産： 預貯金が①の６倍以下（ただし100万円以下）

・ 求職等： ハローワークでの相談や応募・面接等、又は生活保護の申請

 支給額（月額）：生活扶助受給額（１世帯あたり平均額）を基に設定

単身世帯：６万円、２人世帯：８万円、３人以上世帯：１０万円

※ 住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給は可能とする。

 支給期間：３か月（申請受付期限を令和３年８月末から令和３年11月末へ延長）

・支援金の申請月より前に再貸付が終了している者・・・申請月から３か月支給

・支援金の申請月に再貸付（３か月目）を受けている者・・・申請月の翌月から３か月支給

 実施主体：福祉事務所設置自治体 費用：全額国庫負担 ※事務費含む
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申請件数 支給決定件数 支給済額（円）
単身世帯 ２人世帯 ３人以上世帯

北海道 2,946 2,558 1,285 627 646 324,300,000
青森県 113 101 38 35 28 7,360,000
岩手県 91 64 27 18 19 7,200,000
宮城県 766 488 224 118 146 58,740,000
秋田県 27 21 6 6 9 3,260,000

山形県 136 123 63 29 31 15,780,000
福島県 363 308 155 63 90 31,880,000

茨城県 962 806 425 180 201 94,600,000
栃木県 1,155 975 534 211 230 107,840,000

群馬県 761 596 288 150 158 73,040,000

埼玉県 4,564 2,963 1,607 594 762 319,760,000
千葉県 3,000 2,169 1,064 512 593 185,120,000

東京都 19,154 14,035 8,853 2,557 2,625 1,636,460,000
神奈川県 4,140 3,087 1,628 648 811 265,360,000
新潟県 163 120 64 28 28 12,860,000
富山県 271 261 146 59 56 33,120,000
石川県 546 525 310 112 103 82,980,000

福井県 187 163 85 40 38 24,480,000
山梨県 315 302 153 78 71 40,900,000

長野県 406 356 179 96 81 48,600,000
岐阜県 640 543 262 129 152 71,320,000
静岡県 312 271 119 63 89 28,620,000

愛知県 1,601 1,350 760 285 305 165,120,000
三重県 343 307 130 82 95 38,720,000

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 申請・決定件数（９月末時点①）

（令和３年１０月３１日時点で、自治体から報告があった実績を集計したものであるため、変更がありうる。）

（注）支給決定や支給にあたり、月をまたぐ決定、支給があるため、「支給決定件数」及び「支給済額」が全て９月末までの申請分を反映したものではな

いことに留意が必要。
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申請件数 支給決定件数 支給済額（円）
単身世帯 ２人世帯 ３人以上世帯

滋賀県 1,392 1,025 528 227 270 121,560,000
京都府 4,254 3,666 2,024 817 825 494,800,000
大阪府 26,852 18,297 10,621 3,701 3,975 2,341,720,000
兵庫県 5,504 3,876 2,149 886 841 347,880,000
奈良県 594 484 240 105 139 53,660,000

和歌山県 818 765 416 197 152 74,640,000
鳥取県 245 221 121 52 48 29,440,000

島根県 49 45 19 8 18 6,380,000
岡山県 1,388 1,057 588 226 243 163,960,000

広島県 528 463 233 102 128 56,340,000

山口県 280 206 124 41 41 21,360,000
徳島県 127 117 62 23 32 17,180,000

香川県 125 109 64 21 24 11,740,000
愛媛県 1,323 1,002 563 223 216 180,320,000
高知県 837 616 353 136 127 79,060,000
福岡県 4,128 3,287 1,724 703 860 393,320,000
佐賀県 173 163 73 37 53 21,400,000

長崎県 341 287 136 68 83 35,000,000
熊本県 704 616 301 156 159 81,820,000

大分県 937 768 434 170 164 102,140,000
宮崎県 526 467 244 88 135 67,680,000
鹿児島県 608 469 270 89 110 53,140,000

沖縄県 2,985 2,322 1,126 482 714 272,040,000
計 97,680 72,820 40,818 15,278 16,724 8,704,000,000

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 申請・決定件数（９月末時点②）

（注）支給決定や支給にあたり、月をまたぐ決定、支給があるため、「支給決定件数」及び「支給済額」が全て９月末までの申請分を反映したものではな

いことに留意が必要。

（令和３年１０月３１日時点で、自治体から報告があった実績を集計したものであるため、変更がありうる。）
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生活困窮者自立支援の機能強化

事業実施主体

都道府県・市・区等
（福祉事務所設置自治体、

９０５自治体）

補助の流れ

厚生労働省

市・区等

自立相談支援機関等

交付金

（905自治体）

事業内容

各自治体において、次の内容など、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた、生活困窮者の自立支援に関する必
要な機能強化を行う。

① 自立相談支援員の加配や、電話・メール・ＳＮＳなどを活用による等による自立相談支援体制の強化

② 生活困窮者が新型コロナウイルス感染症対策である各施策の相談や申込等を行う際の支援を行う補助者の配置や、
補助者に対する職場内訓練等を通じた人材育成

③ 住居確保給付金の申請処理のための事務職員の雇用など、円滑な事務処理体制の強化

④ 多言語対応のための機器購入、通訳配置等による外国籍の方への生活困窮者自立支援の実施

⑤ 家計改善支援員の加配等による家計改善支援体制の強化

⑥ 自治体の商工部門等と連携した就労支援

⑦ 就労準備支援事業等において、オンライン等で実施する支援メニューの開発支援、機器整備。また、Eラーニング教材
の作成や研修等を通じた支援の強化

⑧ 市区等の地域における就労体験・就労訓練先の開拓・マッチングの実施による就労支援の強化

⑨ 子どもの学習・生活支援事業におけるオンライン支援の強化に係る貸出用タブレットの購入、インターネット回線の設
置による遠隔地での学習支援やオンライン相談の実施等

⑩ 子どもの学習・生活支援事業や一時生活支援事業において、困窮者と関係機関（学校、子ども食堂、庁内教育・住宅
部局、不動産関連会社、居住支援法人等）のコーディネ－ト機能を担う職員の加配による支援の強化

⑪ 不安定居住者に対するアウトリーチ支援に係る巡回相談支援の強化

⑫ 不安定居住者に対する一時的な居所確保の強化

⑬ 一時生活支援事業の実施促進に向けた共同実施体制整備への支援強化

⑭ その他自治体の創意工夫による自立相談支援等の強化に資する取組の実施

補助率

国３／４

【要旨】
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、生活に困窮される方への支援の強化が課題となっている。

〇 これまで、第２次補正予算による自立相談支援員の加配等を進めてきたところ、引き続き、自立相談支援体制の強化を図るとともに、地域の課題
や実情を踏まえた家計改善支援の人員体制の強化、就労準備支援や子どもの学習・生活支援事業のICT化、住まい支援の強化等を進めることに
より、出口支援まで一体的に生活困窮者自立支援制度の機能強化を促進する。

令和２年度第三次補正予算
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（１４０億円）の内数

都道府県
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生活支援についての情報発信（個別施策について）

☞リーフレットの配布
・ 自治体、社会福祉協議会、ハローワークなど
の支援機関に配布

・ 厚労省HPに掲載

☞生活支援特設ホームページ
（厚生労働省HP)

・ 検索ワード：生活支援、総合支援資金、緊急
小口資金、住居確保給付金など

☞SNSでの情報発信
・ twitter、Facebookの厚生労働省アカウン
トで案内

緊急小口資金等・住居確保給付金

youtubeで申請方法等の動画を配信 11



２．生活困窮者自立支援機関の相談窓口での

相談者像の変化

12

【データに関する留意事項】
※ 生活困窮者自立支援統計システム［抽出時点：2021年９月３日］

○ 新型コロナの影響による申請・相談等の急増に伴い、以下の通りシステムへの入力を簡素化しているため、全ての新規相談が入力されている

ものではないことに留意。

・ 緊急小口資金等の特例貸付については、自立相談支援事業等による支援を実施し、相談受付・申込票により利用申込をする場合のみ入力。

・ 住居確保給付金の支給のみでプラン作成をしない場合は入力不要とし、自立相談支援事業による継続的な支援や、その他の任意事業等を活用

する場合のみ入力。

※ 令和３年度社会福祉推進事業「新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた生活困窮者支援のあり方に関する調査研究事業」アンケート調査

（北海道総合研究調査会）

・ 福祉事務所設置自治体（906自治体）に調査票を送付し、速報値として478件（都道府県26、政令指定都市10、特別区９、中核市38、一般市

377、町村18）の回答を集計（回収率：52.8%）。

※ 令和２年度社会福祉推進事業「生活困窮者自立支援制度の実施状況の把握・分析等に関する調査研究事業報告書」（北海道総合研究調査会）

・ 福祉事務所設置自治体等（907自治体）に調査票を送付し、 546件（都道府県39、基礎自治体507）の回答を集計（回収率：都道府県

83.0％、基礎自治体59.0％）

・ 福祉事務所未設置自治体（町村881ヵ所）に調査票を送付し、451件の回答を集計（回収率：51.2％）。
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新規相談受付件数 プラン作成件数

新型コロナウイルス感染症による新規相談受付件数等の変化

○ 令和２年度の新規相談受付件数は、令和元年度の約3.2倍、プラン作成件数は約1.7倍となっている。

○ 月単位では、１回目の緊急事態宣言が発令されていた４～５月の相談件数が最も多く、２回目の緊急事態

宣言が発令された１～３月についても、２月以降の相談件数が急増している。

経年推移 令和２年度内の推移（速報値）
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相談：約3.2倍

プラン：約1.7倍
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（件）

（生活困窮者自立支援統計システムより抽出）



163 , 0.5%

5,443 , 

17.8%

4469, 14.6%

5384, 17.6%

15112, 49.4%

2021年１月

自立相談支援機関がアウトリーチ

紹介（関係機関・関係者）

国、自治体、自立相談支援機関等の周知

その他

不明

新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化（相談経路）

○ 感染拡大前後を比較すると、相談経路としては、本人と関係者からの相談の割合が大きく増加している。

○ 相談のきっかけとしては、「国、自治体、自立相談支援機関等の周知」の割合が特に増加しており、コロ

ナ禍における各種支援策の周知も新規相談者の増加につながったものと考えられる。

新規相談者の相談経路

相談経路 相談のきっかけ
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11.8% 140, 3.6%
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2664, 68.2%

2020年１月

14

（件）

※ 各月ともに不明な回答を除く。

（生活困窮者自立支援統計システムより抽出）
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新規相談受付件数 プラン作成件数

新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化（年代）

○ コロナ前後を比較すると、20代の新規相談者が3.5倍、30代の相談が3.3倍となり、他の年代に比べて増加

幅が大きくなっている。

新規相談受付件数とプラン作成件数の動向（年代）

相談：3.3倍
プラン：2.4倍

相談：2.7倍
プラン：2.0倍

相談：2.4倍
プラン：1.9倍

相談：2.0倍
プラン：1.6倍

相談：1.4倍
プラン：1.1倍

（生活困窮者自立支援統計システムより抽出）

相談：3.5倍
プラン：2.0倍

相談：1.1倍
プラン：0.9倍
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※ 各月ともに年代が不明な回答を除く。

（件）
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新規相談者数（年代・性別）

男 女

新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化（性別・年代）

○ 新規相談者の性別については、新型コロナの影響下においては、男性の割合がわずかに増加している。

○ 新規相談者数としては、20・30代男性の増加幅が最も大きく、次いで20代女性、40代男性が増加している。

性別・年代
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男：1.2倍
女：0.9倍

男：4.0倍
女：3.1倍

男：3.9倍
女：2.8倍

男：3.0倍
女：2.5倍

男：2.5倍
女：2.5倍

男：2.1倍
女：1.9倍

男：1.6倍
女：1.2倍

（件）
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※ 各月ともに年代及び性別が不明な回答を除く。

（生活困窮者自立支援統計システムより抽出）
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夫婦のみの世帯（若年～中年）

夫婦と子供から成る世帯（若年～中年）

夫婦と両親から成る世帯（若年～中年）

夫婦とひとり親から成る世帯

その他 感染拡大前 感染拡大後

新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化（世帯類型）

○ 若年・単身の男女、中年・単身女性、ひとり親世帯、夫婦のみ世帯、夫婦と子供から成る世帯について、

感染拡大後に「多い」と回答した自治体のほうが多かった。

17

※ 令和３年度社会福祉推進事
業「新型コロナウイルス感染症
等の影響を踏まえた生活困窮者
支援のあり方に関する調査研究
事業」アンケート調査速報値
（北海道総合研究調査会）

コロナ感染拡大前後の相

談者の属性について多い

ものを最大３つ選択



【参考】新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化（事例）

○ 新型コロナ感染拡大前後を比較して、「多い」という回答が５ポイント以上増加した属性の事例につい

て、自治体の自由記述（支援において苦慮しているポイント）を抜粋。

18
※ 令和３年度社会福祉推進事業「新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた生活困窮者支援のあり方に関する調査研究事業」アンケート調査速報値（北海道総合研究調査会）

【若年・単身（男性）】

・ 飲食店勤務の為、緊急事態宣言が発令されると減収となる状況が続いていた。

・ 新型コロナウイルスの影響により収入が減少して、特例貸付を利用するが貸付の条件として自立相談支援事業の支援同意が必要であ
るため、同意はするが自立相談支援事業の支援を必要としていない。

・ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、デパート等での販売や通訳等の仕事しかできず、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、同業種の雇用が難しい。

【ひとり親】

・ コロナ禍の影響で離職し、就労を目的とした支援を開始したが、低学歴や人間関係の不安を持つことが分かり、再就職が叶わずに就

活が長引くにつれメンタル的な不調を抱えるようになり、安定した就活が不能となっている。

・ ひとり親家庭では、子どもの養育の為、もともと就労時間に限りがあった中で生活を維持していたが、コロナ禍での減収、学校での
休校や部活動の禁止などで更に就労収入を得る機会の減少と、子育ての負担が増している。

【夫婦と子供からなる世帯（若年～中年）】

・ 転職や自営を辞める気持ちの整理がつかず、就労支援の介入が難しい。

・ コロナ収束が見えず、世帯収入の回復の見込みがたたないことの不安を訴える方が多い。持家でローン残がある世帯では、利用でき
る制度が貸付くらいで手立てがないので苦慮している。

【若年・単身（女性）】

・ スナック勤務からコロナの影響で代行業に転身したが、再度コロナの影響で収入減となる。その間離婚したため単身となった。コロ
ナの影響を受けやすい職種ばかりを選ぶため学歴不問の昼の仕事を勧めるが代行業を優先してしまう。

・ 夜の接客業以外の就業経験が乏しく、一般的な求人で求められる、事務、パソコンスキルの習得が必要。



新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化（相談者の属性）

○ 相談件数の増加については９割以上の自治体が「よくあてはまる」又は「ややあてはまる」と回答してお

り、特に「解雇・雇い止め等による非正規労働者」や「個人事業主」が増えたと感じている自治体が８割を超

えている。他にも、６割以上の自治体が、就労支援が必要な人、家計や住まいに課題がある人、高齢困窮者、

若年層、外国籍の人からの相談が増えたと感じている。

※ 令和２年度厚生労働省社会福祉推進事業「生活困窮者自立支援制度の実施状況の把握・分析等に関する調査研究事業報告書」（北海道総合研究調査会） 19

n=507（基礎自治体）

よくあてはまる ややあてはまる
あまり

あてはまらない
全く

あてはまらない

相談件数が増えた 83.6% 8.5% 5.5% 1.4%

相談件数が減った 0.0% 1.0% 8.7% 88.2%

就労支援が必要な人からの相談が増えた 41.8% 37.3% 16.6% 2.6%

解雇・雇い止め等による非正規雇用労働者からの相談が増えた 52.1% 32.5% 11.8% 2.0%

勤務所得を補てんするための職業紹介の相談が増えた 16.0% 34.9% 37.5% 9.3%

家計に課題（多重債務等を含む）のある人からの相談が増えた 26.2% 38.5% 31.0% 2.4%

住まいに課題のある人からの相談が増えた 39.8% 37.7% 17.2% 3.6%

高齢困窮者からの相談が増えた 21.5% 37.5% 33.5% 5.9%

地域のひきこもりに関する課題（８０５０等）が顕在化した 5.5% 24.7% 52.7% 15.4%

ひとり親家庭・貧困世帯の子どもに関する課題が顕在化した 12.4% 36.1% 38.9% 10.8%

若年層からの相談が増えた 28.4% 45.4% 21.7% 3.0%

学生からの相談が増えた 11.6% 16.2% 32.0% 37.9%

個人事業主からの相談が増えた 53.3% 31.6% 9.1% 4.5%

外国籍の人からの相談が増えた 45.2% 21.3% 11.6% 19.9%

相談者の数・状態像ともに変化はない 2.0% 4.3% 13.6% 78.3%

※ 赤色：「よくあてはまる」と「ややあてはまる」の合計が８割以上、黄色： 「よくあてはまる」と「ややあてはまる」の合計が６割以上。
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仕事を探したい／探している（現在無職） 仕事をしていない（仕事は探していない）

新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化（就労状況・男性）

○ コロナ前後を比較すると、20代以上の全ての年代において「就労している」者からの相談が大きく増加し

ている。また、「仕事を探したい／探している（現在無職）」者も増加している。

○ 一方、「仕事をしていない（探していない）」者については、わずかに減少している。

男 性

20

※ 各月ともに年代及び就労状況が不明な回答を除く。

（生活困窮者自立支援統計システムより抽出）

（件）
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就労している 就労しているが、転職先を探したい／探している 今後、就労予定（就労先決定済み）

仕事を探したい／探している（現在無職） 仕事をしていない（仕事は探していない）

新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化（就労状況・女性）

○ 女性も男性と同様に、コロナ前と比較すると、20代以上の全ての年代において「就労している」者からの

相談が大きく増加している。また、「仕事を探したい／探している（現在無職）」者も増加している。

○ 一方、「仕事をしていない（探していない）」者については、わずかに減少している。

女 性

21（生活困窮者自立支援統計システムより抽出）

（件）

※ 各月ともに年代及び就労状況が不明な回答を除く。
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(n=45)
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（件）
新規相談受付件数（10万人あたり）

2020年1月 2021年1月

2.4倍

2.6倍
2.4倍

2.0倍

1.3倍

2.2倍

新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化（自治体区分別）

○ 新規相談受付件数については、都道府県・一般市・町村に比べ、指定都市・中核市・特別区において増加

幅が大きく、コロナによる影響が大きく出ている。

22
（生活困窮者自立支援統計システムより抽出）

（※）福祉事務所設置町村



新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化（課題・特性）

○ 「経済的困窮」（3.2倍）、「住まい不安定」（2.2倍）、「ホームレス」（1.6倍）、「ひとり親」（1.5

倍）、「外国籍」（7.0倍）が大きく増加している。

課題・特性

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

n=18216（2020年1月）、42203（2021年1月）

2020年1月 2021年1月

3.2倍

2.2倍

7.0倍1.6倍
1.5倍

23（生活困窮者自立支援統計システムより抽出）

（件）



新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化（抱える課題の数）

○ コロナ後では、３個以上の課題を抱える相談者が半数以上に増加しており、複合的な課題を抱える相談者

が増加している。

抱える課題の数

コロナ前（2020年 1月） コロナ流行下（2021年1月）

0個

29.4%

1個

1.5%

2個

59.5%

3個

8.5%

4個

1.1%

5個以上

0.1%

n=18216

0個

0.1%

1個

0.0%

2個

48.4%
3個

44.6%

4個

6.3%

5個以上

0.7%

n=29674

３個以上の割合：9.7％ ３個以上の割合：51.6％

24
（生活困窮者自立支援統計システムより抽出）



新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化（プラン作成者の課題・男性）

○ 新型コロナ流行下では、 10代において「社会的孤立」 、20代以上において「住まい不安定」や「ホーム

レス」といった住まいに関する課題が多く見られるようになった。

課題の特性 (男性・年代別）

～10代（n=171） 20代（n=1107） 30代（n=1452） 40代（n=2460） 50代（n=3032） 60代（n=2367） 70代～（n=1616）

１位
就職活動困難
37.4%

経済的困窮
52.6%

経済的困窮
53.2％

経済的困窮
53.3％

経済的困窮
55.3%％

経済的困窮
47.1％

経済的困窮
41.9％

２位
経済的困窮
31.6%

就職活動困難
38.8%

就職活動困難
38.4%

就職活動困難
37.3％

就職活動困難
37.3％

病気
29.0％

家計管理
29.0％

３位
家族関係
28.1%

家族関係
28.8%

メンタルヘルス

31.5％
就職定着困難
25.5％

病気
29.1％

就職活動困難
25.8％

病気
28.2％

４位
コミュニケーショ
ンが苦手 22.8%

メンタルヘルス・就職
定着困難 28.4%

就職定着困難
26.7％

病気
24.6％

家計管理
23.8％

家計管理
25.2％

就職活動困難
17.9％

コロナ前（ 2019年11月～2020年1月）

コロナ流行下（2020年11月～2021年1月）

～10代（n=141） 20代（n=2137） 30代（n=3213） 40代（n=4508） 50代（n=5050） 60代（n=3296） 70代～（n=1880）

１位
経済的困窮
39.0%

経済的困窮
71.0％

経済的困窮
76.4％

経済的困窮
74.8％

経済的困窮
73.5％

経済的困窮
71.2％

経済的困窮
59.1％

２位
社会的孤立
32.6%

住まい不安定
24.7％

住まい不安定
24.5％

住まい不安定
24.3％

就職活動困難
25.8%

就職活動困難
24.2%

ホームレス
26.2%

３位
就職活動困難
29.1%

就職活動困難
23.0％

就職活動困難
21.2％

就職活動困難
23.0％

住まい不安定
22.3%

住まい不安定
21.8%

就職活動困難
19.9%

４位
コミュニケーショ
ンが苦手 27.7%

就職定着困難
14.4％

就職定着困難
13.4％

家計管理
13.7％

病気
16.1％

病気
18.5％

病気
18.2％

（生活困窮者自立支援統計システムより抽出）
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※ 「その他」を除く。
※ 赤枠：コロナ前と比較して順位が３つ以上上がったもの。



新型コロナウイルス感染症による相談者像の変化（プラン作成者の課題・女性）

○ 新型コロナ流行下では、 10代において「コミュニケーションが苦手」 、20代以上において「住まい不安

定」という課題が多く見られるようになった。30,40代においては「ひとり親」という特性も増加してい

る。

課題の特性 (女性・年代別）

～10代（n=150） 20代（n=847） 30代（n=1170） 40代（n=1549） 50代（n=1291） 60代（n=825） 70代～（n=885）

１位
家族関係
41.3％

経済的困窮
56.9％

経済的困窮
53.1％

経済的困窮
52.6％

経済的困窮
61.3％

経済的困窮
63.9％

経済的困窮
54.4％

２位
就職活動困難
35.3％

就職活動困難
38.0％

家族関係
36.1%

メンタルヘルス

34.7％
家計管理
35.6％

家計管理
33.2％

家計管理
38.5％

３位
経済的困窮
29.3％

メンタルヘルス

36.1％
メンタルヘルス

32.6％
家族関係
33.9％

家族関係
33.8％

家族関係
32.4％

家族関係
32.5％

４位
メンタルヘルス

28.0％
家族関係
34.0％

家計管理
30.1％

家計管理
30.9％

就職活動困難
33.0％

就職活動困難
32.2％

病気
32.0％

～10代（n=124） 20代（n=1426） 30代（n=2204） 40代（n=2818） 50代（n=2416） 60代（n=1364） 70代～（n=953）

１位
経済的困窮
36.3％

経済的困窮
68.8％

経済的困窮
73.0％

経済的困窮
74.7％

経済的困窮
78.3％

経済的困窮
78.4％

経済的困窮
74.3％

２位
コミュニケーションが苦

手 33.1％
住まい不安定
30.2％

住まい不安定
28.0％

住まい不安定
25.3％

住まい不安定
24.6%

就職活動困難
25.5%

就職活動困難
23.8%

３位
メンタルヘルス

29.0％
就職活動困難
27.2％

就職活動困難
23.2％

就職活動困難
23.6％

就職活動困難
24.6%

住まい不安定
24.5%

家計管理
22.6%

４位
家族関係
27.4％

家族関係
16.6％

ひとり親
19.2％

ひとり親
18.4％

家計管理
18.4％

病気
19.4％

病気
22.1％

26

コロナ前（2019年11月～2020年1月）

コロナ流行下（2020年11月～2021年1月）

※ 「その他」を除く。
※ 赤枠：コロナ前と比較して順位が３つ以上上がったもの。

（生活困窮者自立支援統計システムより抽出）
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21.5%
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33.9%
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24.9%

22.4%

5.4%

29.3%

19.2%

24.7%

7.1%

18.0%

14.2%

1.0%

0.4%

2.3%

6.9%

0.8%

2.9%

0.2%

1.7%

2.3%

1.5%

0.8%

1.0%

0.2%

8.2%

8.2%

6.3%

6.3%

5.9%

5.6%

7.5%

5.6%

5.4%

6.7%

8.6%

6.7%

6.7%

93.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１．緊急時の住まいの提供（一時的な居所確保）

２．緊急時の食料供給

３．衣料品など食料品以外の物資の提供

４．独自の資金貸付・給付

５．コロナ禍以前の就労支援や就労準備支援事業の拡充

６．無料職業紹介事業等を活用しての有期の暫定的な仕事のあっせん

７．ハローワークとの連携による就労支援

８．緊急雇用創出事業等行政機関等による一時的な雇用創出事業の実施

９．居住支援（住まい探し、住宅入居等支援事業等の対象拡大等）

10．教育委員会・学校との連携

11．家計（債務含む）に関する相談

12．新たなつながりの場づくり（子ども食堂、通いの場、見守り支援等）

13．アウトリーチ型の支援

14．その他

とても重要・必要だと思う

重要・必要だと思う

あまり重要・必要だと思わない

まったく重要・必要だと思わない

無回答

顕在化した支援ニーズ

○ 「緊急時の食料供給」「ハローワークとの連携による就労支援」「家計に関する相談」については、８割
以上の自治体が、重要・必要であると回答している。

27
※ 令和３年度社会福祉推進事業「新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた生活困窮

者支援のあり方に関する調査研究事業」アンケート調査速報値（北海道総合研究調査会）



34.7%

32.4%

20.7%

20.3%

14.9%

1.9%

18.6%

11.1%

7.9%

14.4%

27.0%

50.8%

19.5%

17.8%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

16．市町村税

17．市町村営住宅

18．都道府県営住宅

19．水道

20．教育委員会

21．消防

22．保健所・保健センター

23．消費生活センター

24．警察

25．年金事務所

26．雇用・産業

27．ハローワーク・マザーズハローワーク

28．地域若者サポートステーション

29．職業訓練機関

30．その他

43.1%

22.4%

24.3%

17.4%

18.4%

30.1%

10.7%

28.2%

13.6%

17.4%

6.9%

7.5%

8.2%

32.0%

26.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

１．生活保護・福祉事務所

２．高齢者福祉

３．障害者福祉

４．地域福祉

５．児童福祉

６．ひとり親

７．自殺対策担当

８．地域包括支援センター

９．児童相談所・児童家庭支援センター

10．障害者就業・生活支援センター

11．地域子育て支援センター

12．成年後見制度に係る中核機関

13．婦人相談所・配偶者暴力相談センター

14．国民健康保険

15．年金

新型コロナの影響により新たに連携を強化した機関・分野について①

○ 生活保護・福祉事務所やハローワークとの連携強化が多いものの、その他にもひとり親、地域包括支援セ

ンター、税・保険部局、市町村営住宅、雇用・産業など、幅広い分野で新たに連携強化が図られた。

28

行政機関

※ 令和３年度社会福祉推進事業「新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた生活困窮
者支援のあり方に関する調査研究事業」アンケート調査速報値（北海道総合研究調査会）

赤枠：25％以上の項目



56.1%

12.8%

36.4%

2.1%

1.7%

22.0%

10.7%

4.4%

4.2%

9.0%

9.4%

7.5%

3.6%

5.0%

22.6%

39.5%

0% 20% 40% 60%

31．社会福祉協議会

32．社会福祉法人（社会福祉協議会を除く）

33．法テラス・弁護士（会）・司法書士会

34．消費者保護団体

35．医師会

36．医療機関（精神科）

37．医療機関（上記37「精神科」以外）

38．更生保護施設等

39．保育所・幼稚園

40．小学校

41．中学校

42．高等学校

43．その他の学校・大学等

44．教育支援関係者・団体

45．民生委員・児童委員

46．フードバンク活動団体

18.6%

9.4%

6.9%

8.6%

18.2%

19.5%

10.5%

3.6%

14.2%

5.9%

1.9%

2.7%

14.0%

21.3%

1.5%

11.9%

1.7%

0% 20% 40% 60%

47．NPO法人・ボランティア団体（46以外）

48．経済団体（商工会議所や事業協同組合等）

49．生活協同組合

50．農業者・農業団体

51．民間企業（求人開拓）

52．民間企業（就労体験等の協力事業所）

53．町内会・自治会、福祉委員

54．その他の地域住民

55．電気・ガス等の供給事業者

56．介護サービス事業者

57．新聞配達所

58．郵便局

59．居住支援協議会

60．不動産業者、家主等

61．日本政策金融公庫

62．多文化共生センター等外国人支援団体

63．その他

新型コロナの影響により新たに連携を強化した機関・分野について②

○ 社会福祉協議会に加え、法テラス・弁護士等、フードバンク活動団体と新たに連携を強化した自治体が３

割以上見られた。

29

行政機関以外

※ 令和３年度社会福祉推進事業「新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた生活困窮
者支援のあり方に関する調査研究事業」アンケート調査速報値（北海道総合研究調査会）

赤枠：25％以上の項目



３．新型コロナウイルス感染症への

対応から見えた課題

30



33.3%

16.9%

26.9%

23.5%

27.7%

22.2%

57.5%

47.0%

54.9%

55.3%

11.1%

8.1%

11.9%

8.8%

8.5%

5.0%

3.7%

1.0%

22.2%

11.9%

10.4%

11.8%

8.5%

11.1%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1万人未満

1万人以上

5万人未満

5万人未満以上

10万人未満

10万人以上

30万人未満

30万人以上

人口規模別の割合

大いに機能している まあまあ機能している あまり機能していない

ほとんど機能していない どちらともいえない 無回答

生活困窮者自立支援制度に対する評価

○ 新型コロナにより相談支援等に大きな影響が生じている中、生活困窮者自立支援制度については、約76％

の自治体が「機能している」と回答した。

○ 人口規模別では、30万人以上の自治体において８割以上が「機能している」と回答した一方、１万人未満

では「機能している」の割合が他の人口規模に比べて低くなっている。

31
※ 令和３年度社会福祉推進事業「新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた生活困窮

者支援のあり方に関する調査研究事業」アンケート調査速報値（北海道総合研究調査会）

（n＝9）

（n＝160）

（n＝134）

（n＝102）

（n＝47）

大いに機能
している

22.8%

まあまあ機能
している

53.3%

あまり機能していない

9.0%

ほとんど機能していない

2.9%

どちらとも

いえない

11.3%

無回答

0.6%

76.1％



新型コロナウイルス感染症による相談支援への影響について

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、現場の状況は一変。自立相談支援機関では、感染防止策を講じ

つつ、連日、急増する相談・申請等に対応し、令和２年度の調査では、 ９割以上の自治体が自立相談支援

機関における本来業務の実施に負担や困難さを感じていた。また、６割弱の自治体が、継続的な支援につな

がっていないケースがあると回答した。

○ また、自治体の声として、本来の相談業務に集中できない、就労支援や家計改善支援などの継続的な支援

を拒否する人が多いといった声が聞かれた。

32

66.2%

24.4%

5.3%

0.9% 3.1%

本来業務実施への負担や困難さ

強く感じる 少し感じる

あまり感じない 全く感じない

無回答

90.6%

※左・中：令和２年度社会福祉推進事業「生活困窮者自立支援制度の実施状況の把握・分析等に関する調査研究事業報告書」（北海道総合研究調査会）

【自治体の声（※）】

○ 新たな相談者層の増加により、相談員が貸し付け等の事

務手続きに追われてしまい、本来の相談業務等に集中でき

ない実態がある。

○ 自立相談支援機関の就労支援や家計改善支援などの継続

的な支援は拒否し、特例貸付のみ受けることを希望する人

が多い。

○ 従来は、自立相談支援機関の相談支援員が転居の相談、

不動産業者へのつなぎも行っていたが、コロナ禍において

相談件数が増えていること、財政面で相談員の増員が図れ

ないこと、住居確保給付金の申請は市で受けていることな

どから、自立相談支援機関と自治体との関わりが薄くなっ

ており、自立相談支援機関における対応ができていない。

（※）自治体や支援現場の実践者等との意見交換を通じて、厚生労働省がお聞き

している主なご意見

56.1%

40.3%

3.7%

住居確保給付金の申請に係る相談のうち、

プランを作成することが適切と考えられたが、

継続的な支援につながっていないケース

ある ない 無回答



69.0%

49.2%

48.7%

46.2%

39.1%

30.5%

37.2%

34.9%

23.4%

40.8%

39.1%

41.6%

47.7%

51.7%

44.4%

45.0%

4.4%

7.7%

8.4%

9.4%

9.4%

11.9%

15.5%

14.9%

0.6%

0.4%

0.6%

0.2%

0.4%

0.4%

0.4%

0.6%

1.3%

0.6%

1.7%

1.3%

2.1%

4.0%

1.3%

3.1%

1.3%

1.3%

1.5%

1.3%

1.3%

1.5%

1.3%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

緊急小口資金・総合支援資金の返済ができない相談者が急増する

再就職が難しい相談者が継続ケースとして滞留する

経済的困窮からひきこもり状態の方や8050問題等が表面化する

自営業やフリーランスの方などで、
現在の仕事の再建を支援することが求められる

ひとり親や非正規シングル女性等の雇用環境の悪化が継続する

精神疾患を抱える方の状態が悪化する可能性がある

持ち家でローンが支払えないなど、
住居確保給付金の対象外の方からの相談に対応できない

雇用市場が冷え込み、就労支援の相談が増加する

とても課題だと思う やや課題だと思う あまり課題とは思わない 全く課題だと思わない わからない 無回答

新型コロナウイルス感染症による相談支援の課題について

○ 「緊急小口資金・総合支援資金の返済ができない相談者が急増する」、「再就職が難しい相談者が継続

ケースとして滞留する」については、９割以上の自治体が課題と感じている。

33※ 令和３年度社会福祉推進事業「新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた生活困窮者支援のあり方に関する調査研究事業」アンケート調査速報値（北海道総合研究調査会）

「とても課題だと思う」と「やや課題だと思う」の合計が多い順に８項目を抜粋



34.3%

15.3%

38.7%

16.9%

13.6%

8.4%

37.0%

23.2%

31.6%

26.4%

27.8%

23.2%

27.8%

30.3%

16.3%

30.3%

0% 10% 20% 30% 40%

1.自立相談支援機関における相談員等の加

配による自立相談支援体制の強化

2.自立相談支援機関における相談や申込等

を行う際の支援を行う補助者の配置

3.自立相談支援機関におけるアウトリーチ

の取組

4.住居確保給付金の申請処理のための事務

職員の雇用

5.家計改善支援員の加配等による家計改善

支援体制の強化

6.LINEを活用した相談支援

7.電話・メール・ＳＮＳ（上記６を除く）

などを活用した相談支援

8.多言語対応のための機器購入、通訳配置

等による外国籍の方への生活困窮者自立支

援の実施

現在、取り組んでいる・取り組んだことがある

実施したい・実施すべきだができていない

8.8%

2.5%

18.6%

9.0%

2.7%

5.6%

8.6%

2.9%

1.0%

36.8%

28.0%

37.2%

27.6%

25.1%

23.0%

31.0%

26.6%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40%

9.自治体の商工部門等と連携した就労支

援

10.就労準備支援事業等における、オンラ

イン等で実施する支援メニューの開発・

展開等

11.地域における就労体験・就労訓練先の

開拓・マッチングの実施による就労支援

の強化

12.子どもの学習・生活支援事業における

オンライン支援の強化

13.子どもの学習・生活支援事業や一時生

活支援事業におけるコーディネ－ト機能

を担う職員の加配

14.不安定居住者に対するアウトリーチ支

援に係る巡回相談支援の強化

15.不安定居住者に対する一時的な居所確

保の強化

16.一時生活支援事業の実施促進に向けた

共同実施体制整備への支援強化

17.その他

機能強化の取組状況

○ 「実施したい・実施すべきだができていない」ものとして、多いものから「就労体験等による就労支援の強化」

「商工部門等と連携した就労支援」「自立相談支援体制の強化」の順に割合が高い。

34※ 令和３年度社会福祉推進事業「新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた生活困窮
者支援のあり方に関する調査研究事業」アンケート調査速報値（北海道総合研究調査会）


